
出生前検査に係る情報提供体制（案）

段階 提供する情報・支援 対象者 提供場所・提供者 提供方法

①
妊
娠

 妊娠・出産に関する包括的な情
報の一環としての出生前検査に
関する簡潔な紹介（情報提供）

※検査の受検を推奨するものではない

 全ての妊婦  市町村の母子保健窓口、産科医療機関において、妊娠初期段階の
妊婦に、出生前検査を簡潔に紹介したリーフレット等を配布

 出生前検査に関心をもった妊婦に対して、市町村の保健師、産科
医療機関の助産師等が更に説明する

※リーフレット（厚労
科研小西班作成「親に
なるということ」）の
配布 等

②
受
検

 各出生前検査の性質
 検査の対象疾患に係る自然史等

の医学的情報
 障害を持つ子どもの子育て・く

らし等に関するナラティブな情
報

 行政や医療機関、福祉施設等で
提供される医療・福祉等のサ
ポート体制に関する情報

 受検希望者
及び家族

 NIPT認証拠点施設（様々な専門職が在籍する周産期医療機関等）
又はNIPT認証連携施設（産婦人科単科のクリニック等）において、
㋐と㋑が協働して説明を行う
㋐主治医(産婦人科専門医)
㋑主治医以外の以下のいずれかの者

小児科専門医、認定遺伝カウンセラー、遺伝看護専門看護師、
助産師、福祉関係者、ピアサポーター等

※産婦人科専門医、小児科専門医が臨床遺伝専門医でない場合は、
規定の講習を修了した者とする。

 基本的に対面
※説明用文書（厚労科
研小西班作成「母体血
胎児染色体検査につい
て（案）」）の活用
等

③
受
検
後

 検査結果の説明
 確定検査の案内
 超音波検査等の案内
 行政や医療機関、福祉施設等で

提供される医療・福祉等のサ
ポート体制に関する情報

 結果が陽性
となった妊
婦及びその
家族

 原則としてNIPT認証拠点施設（様々な専門職が在籍する周産期医
療機関等）において、㋒㋓㋔が協働して実施

㋒産婦人科専門医
㋓小児科専門医
※㋒㋓の少なくとも一方は臨床遺伝専門医

㋔認定遺伝カウンセラー、遺伝看護専門看護師、
助産師、福祉関係者、ピアサポーター等

 基本的に対面

○ 出生前検査実施に係る情報提供体制については、妊娠前から出産・育児に至る一連の流れを見据えて検討する必要
がある。

○ 妊娠前の情報提供の在り方については、プレコンセプションケアの充実の一環として、別途検討が必要である。
○ 「妊娠」から「受検後」までの各過程については、以下のような対応が考えられる。
○ 各過程において、都道府県等が設置している女性健康支援センターが相談支援等を行い、障害福祉関係機関や患者
支援団体等とも連携し、受検者が適切な意志決定を行えるよう、医療から福祉まで一体的な支援体制を構築する必要
がある。

妊娠前 ①妊娠 ②受検 ③受検後
（結果陽性の場合）

出産・育児

第５回NIPT等の出生前検査に関する専門委員会
資料
５

令和３年３月１７日
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妊娠 出産 乳児 幼児

国･

認
定
医
療
機
関
等

自
治
体
等
に
お
け
る

福
祉
的
取
組

○死産、新生児死亡等への心理的ケアの充実

 看取りケアの体制整備
 心理社会的支援に関する研究
<具体的施策等>

• 子ども子育て調査研究事業(R2)において実態調
査を実施し、今後の施策について検討

国

妊娠前

○遺伝カウンセリング等に係る体制整備

 小児科医の関わりの下に、検査前後の適切なカウンセリング
実施体制構築

<具体的施策等>
• 厚労科研(R2-R4)においてカウンセリング指針を作成
• 関係学会による専門職の養成

NIPT受検

○出生前検査を含む妊娠全般に関する相談支援
 妊娠中からの障害児支援に関する情報提供、障害児施策との連携ネッ

トワークを強化

 女性健康支援センターにおける相談支援
<具体的施策等>
• 子育て世代包括支援センターにおいて、妊娠初期からの身近な相談支

援
• 女性健康支援センターにおいて、より詳細な出生前検査に関する相談

支援

出生前検査に係る支援体制（イメージ）

○出生前検査提供体制の整備

 施設間の連携体制強化
 検査へのアクセス確保
<具体的施策等>
• 運営委員会（仮称）の設置
• 認証施設数の拡充

○障害児医療・福祉の強化とアクセス確保

 連携ネットワークを強化し、障害児支援を推進
<具体的施策等>
（医療と福祉の連携）
• 子育て世代包括支援センター事業、障害者自立

支援協議会、慢性疾病児童等地域支援協議会等
（障害児への支援）
• 相談支援（市町村相談支援事業、小児慢性特定

疾病児童等自立支援事業等）
• 児童発達支援センター、障害児通所支援、障害

児入所支援

○妊娠前からの情報提供･啓発

 検査や疾患に関する正しい情報提供
 実施体制（認証制度、認証施設等）についての周知
<具体的施策等>

• 厚労科研(R2-R4)において啓発資材を作成
• 運営委員会（仮称）においてホームページ等を活用し周知広報

連携
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○ 対象者

思春期、妊娠、出産、更年期、高齢期等の各ライフステージに応じた相談を希望する者
（不妊相談、予期せぬ妊娠、メンタルヘルスケア、性感染症の対応を含む）

○ 事業内容

（１）身体的、精神的な悩みを有する女性に対する相談指導 （２）相談指導を行う相談員の研修養成
（３）相談体制の向上に関する検討会の設置 （４）妊娠に悩む者に対する専任相談員の配置
（５）（特に妊娠に悩む者）が、女性健康支援センターの所在等を容易に把握することができるよう、その所在地及び連絡先
を
記載したリーフレット等を作成し、対象者が訪れやすい店舗等で配布する等広報活動を積極的に実施

（６）特定妊婦等に対する産科受診等支援
（７）若年妊婦等に対するSNSやアウトリーチによる相談支援、緊急一時的な居場所の確保
（８）出生前遺伝学的検査（NIPT）を受けた妊婦等への相談支援体制の整備（Ｒ３新規）

○ 実施担当者 ・・・ 医師、保健師又は助産師等

○ 実施場所（実施主体：都道府県・指定都市・中核市）

全国８４ヵ所（令和２年８月１日時点） ※自治体単独１４か所
４７都道府県、札幌市、仙台市、さいたま市、 千葉市、横浜市、川崎市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市、八戸市、
盛岡市、山形市、いわき市、福島市、水戸市、川越市、川口市、船橋市、八王子市、横須賀市、金沢市、甲府市、長野市、豊橋市、奈良市、鳥取市、呉市、久留米市、宮崎市

○ 補助率等 補助率： １／２ R3基準額（案）： 158,700円（月額） 若年妊婦等に対する取組の強化に係る加算：172,100円（月額）

○ 相談実績 平成３０年度：７４，３５８件（内訳：電話４３，９７９件、面接２１，１１０件、メール８，２５２件、その他１，０１７件）

○ 相談内容 ・女性の心身に関する相談（２１，３８９件） ・妊娠・避妊に関する相談（１４，５３１件） ・メンタルケア（１４，２８６件）

・不妊に関する相談（１２，３５２件） ・思春期の健康相談（７，８２５件） ・性感染症等（８０５件） ・婦人科疾患・更年期障害（５６９
件）

？

○事業の目的

思春期から更年期に至る女性を対象とし、各ライフステージに応じた身体的・精神的な悩みに関する相談指導や、相談指
導を行う相談員の研修を実施し、生涯を通じた女性の健康の保持増進を図ることを目的とする。

女性健康支援センター事業

Ｒ３予算案：1.9億円（Ｒ２予算額：2.2億円）
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■実施主体：都道府県、政令市、中核市（女性健康支援センター実施自治体に限る）
■補助率（案）：国1/2
■事業内容

①相談支援の実施
女性健康支援センターにおいて、NIPT等の出生前検査を受けるかどうか悩む妊婦や家族、出生前

検査を受けその結果等に疑問や不安を持つ妊婦等への相談支援、障害福祉関係機関等との連携・紹介
を行うために必要となる経費の補助の実施。
②相談支援員への研修等の実施
上記①の相談支援等を行う専門職に対する研修や、関係機関との連絡調整の実施

＜相談支援の実施＞
○ 一般妊婦に対する NIPTを含む出生前検査に
関する情報提供、受検者の不安・葛藤に寄り
添った相談支援、障害を持つ子どもの子育て・
くらし等に関してイメージできるような情報の
提供、障害福祉関係機関等との連携・紹介を
行う。

妊婦等への出生前検査（NIPT等）に係る相談支援体制の整備

○ NIPT等の出生前検査について悩みや不安をもつ妊婦や家族をサポートするため、女性健康支援セン
ターに専門の相談員を配置し相談支援等を行うとともに、相談支援員への研修等を行う。

＜相談支援員への研修等＞
○ NIPT等に関する知識の習得や、関係機関と
の連携を行うために必要となる事務等に対す
る補助を行うことで、円滑な相談支援の実施
を図る。

相談支援の実施 関係機関との連携 専門職への研修

女性健康支援センター事業の
加算として実施
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